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Ⅰ  概   要 

 

財団法人日本音楽財団は、アマチュア音楽の振興を目的に 1974 年 3 月に設立さ

れ、設立 20 年を迎えた 1994 年からは、主に、西洋クラシック音楽を中心とする「音楽国

際交流事業」と、国内外の音楽関連の団体が行なう事業に助成する「音楽文化の振興

事業」を中心に事業を展開している。 

音楽国際交流事業では、アントニオ・ストラディヴァリ等によって製作された世界最高

峰の弦楽器を保有し、国籍を問わず一流の演奏家や若手有望演奏家に無償で貸与

する「弦楽器名器の貸与事業」を行っている。この事業は、世界的文化遺産といわれる

弦楽器名器を保全し、これらを次世代に継承するとともに、それらの活用によって、西

洋クラシック音楽に対する日本の国際貢献と音楽を通した国際交流を目指している。 

当財団の保有楽器は、本年度ヴァイオリン１挺を購入したことにより、巻末別表 4 のと

おり、2009 年 3 月末現在 21 挺となった。当財団は、これら文化遺産の管理者として大

きな責務を負っていることを自覚し、保有楽器の保守・保全に関しては、最善の手段を

講じるよう努めている。楽器の貸与方針並びに貸与者については、欧･米･アジアの有

識者で構成される楽器貸与委員会で慎重に審議されている。 

当財団では、貸与事業の広報を目的として、楽器貸与者による演奏会を国内外で

開催しているが、本年度は当財団創立 35 周年記念事業として大阪、名古屋、東京の

3 都市においてストラディヴァリウス・コンサートを開催した。海外に関しては 2009 年度

開催の準備を行った。 

もう一つの大きな柱である「音楽文化の振興事業」の助成金の交付は、外部有識者

で構成される事業運営委員会の審議を経て、音楽諸団体が実施する各事業に幅広い

支援を行った。音楽の普及と振興を図るためには、それぞれの地域に根ざした音楽団

体への支援を広範囲に増やしていくことが重要であると認識している。 

また、2007 年度から新たな柱として「地方における演奏会開催事業」を実施している。

この事業は、地方都市において、財団保有楽器と楽器貸与者による演奏会を開催し、

地方のクラシック音楽愛好家に世界的文化遺産である弦楽器名器による演奏に触れ

る機会を提供するとともに、当財団の楽器貸与事業を通じた国際貢献に対する理解の

促進を目的としている。 

上記のような当財団の事業の運営・実施にあたっては、監督官庁の指導を仰ぐととも

に、貴重な競艇交付金による日本財団の助成金を受けている。当財団としては、国内

外における音楽文化の発展に寄与するため、適切な運営のもと、業務体制の充実と事

業の一層の効率的実施に向けて、今後とも努力する所存である。 
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Ⅱ  総   務 
 

１. 役 員 の 異 動          

2008 年 6 月 5 日開催の第 83 回理事会において第 18 期評議員の選任を行った。

第 17 期評議員 12 名全員と海老沢勝二氏の 13 名が選任された。 

宮地真澄監事が 2008 年 6 月 5 日付で辞任され、その後任として山内悦嗣氏が 2008

年 6 月 5 日開催の第 71 回評議員会において選任され、同日付けで監事に就任した。 

2008 年 8 月 8 日に山之内秀一郎理事が逝去された。 

2009 年 3 月 18 日付けで堀池秀人評議員が一身上の都合により辞任された。 

年度末現在の理事・監事の名簿は巻末別表 1、評議員の名簿は巻末別表 2 のとお

りである。 

 

２. 理 事 会         
本年度は、理事会を下記のとおり 2 回開催した。 

第 83 回理事会 

開 催 日       2008 年 6 月 5 日（火）  13:30～14:40 

場  所       アークヒルズクラブ 

東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビルイーストウィング 37 階 

議決事項 

第 1 号議案  2007 年度事業報告について 

第 2 号議案  2007 年度収支決算について 

第 3 号議案  第 18 期評議員の選任について 

第 4 号議案  音楽国際交流事業「楽器貸与事業」に係わる弦楽器の 

 購入について 

 

第 84 回理事会 

開 催 日       2009 年 3 月 10 日（火）  13:30～14:40 

場  所       アークヒルズクラブ 

東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビルイーストウィング 37 階 

議決事項 

第 1 号議案  2008 年度収支予算の一部変更について 

付帯決議： 金額の変更及び科目間の金額の若干の流用については

これを会長に一任する。 

第 2 号議案  2009 年度事業計画について 

付帯決議： 若干の字句の修正等についてはこれを会長に一任する 

第 3 号議案  2009 年度収支予算について 

付帯決議： 金額の変更及び科目間の金額の若干の流用については

これを会長に一任する 
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３. 評 議 員 会         
本年度は、評議員会を下記のとおり 2 回開催した。 

第 71 回評議員会 

開 催 日       2008 年 6 月 5 日（火）  11:00～11:55 

場  所       アークヒルズクラブ 

東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビルイーストウィング 37 階 

議決事項 

第 1 号議案  2007 年度事業報告について 

第 2 号議案  2007 年度収支決算について 

第 3 号議案  監事の選任について 

 

第 72 回評議員会 

開 催 日       2009 年 3 月 10 日（火）  11:00～12:00 

場  所       アークヒルズクラブ 

東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビルイーストウィング 37 階 

議決事項 

第 1 号議案  2008 年度収支予算の一部変更について 

付帯決議： 金額の変更及び科目間の金額の若干の流用について

はこれを会長に一任する 

第 2 号議案  2009 年度事業計画について 

付帯決議： 若干の字句の修正等についてはこれを会長に一任する 

第 3 号議案  2009 年度収支予算について 

付帯決議： 金額の変更及び科目間の金額の若干の流用については

これを会長に一任する 

 

４. 登 記 事 項         
法務局に対し行った登記事項は以下のとおりである。 

2008 年 6 月 28 日   2008 年 3 月 31 日現在における資産総額 

                          （ 11,193,936,148 円 ）の登記 

2008 年 9 月 29 日   理事変更登記（1 名削除） 

 

５. 主務大臣（文部科学大臣）への届出等 
文部科学大臣に対し提出した届出事項は以下のとおりである。 

2008 年 6 月 23 日   2007 年度事業報告及び収支決算報告書届 

2008 年 6 月 23 日   役員（監事）異動届 

2008 年 6 月 23 日   登記事項変更登記完了届 （資産総額変更登記） 

2008 年 10 月 3 日   役員（理事）異動届 

2008 年 10 月 3 日   登記事項変更登記完了届 （理事変更登記、1 名削除） 

2009 年 3 月 27 日   2009 年度事業計画及び収支予算書届 
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６. 主務官庁の検査 
文部科学省（文化庁）による当財団の業務及び財務等の検査は行われなかった。 

 

７. 主管税務署の検査 
麻布税務署による当財団の立入検査は実施されなかった。 

 

８. 外部監査の実施 
永和監査法人に監査を委託し、本年度は期中監査を 2008 年 12 月及び 2009 年 3

月、期末監査を 2009 年 5 月に実施した。 

 
９. 事 務 局          

事務所を東京都港区赤坂 1-2-2 日本財団ビル 5 階に置き、業務を遂行した。 

年度末現在の事務局役職員数は常勤役員 2 名、職員 4 名、計 6 名である。 
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Ⅲ  事   業 
 

１． 音楽国際交流事業 
弦楽器名器の貸与事業及びその広報を目的とした演奏会を中心に事業を実施し

た。 

 

(1)  弦楽器名器の購入 

本年度は弦楽器 2 挺の購入を予定し、弦楽器の市場調査を実施した結果、第 83

回理事会で承認を得、下記の楽器を購入した。現在の保有楽器は 21 挺となった。 

 

Antonio Stradivarius 1721 年製 Violin “Lady Blunt” 

2008 年 6 月 25 日に売買契約を締結し、同年 7 月 21 日に日本の通関手続きを

終了した。 

 

(2)  弦楽器名器の保守管理 

当財団は、保有している弦楽器名器を永く次世代へ引き継ぐため、楽器の修理及

び調整内容等については慎重に検討し、名器の取り扱いに馴れている世界屈指の

楽器商を指定し、最良の保全方法を処方している。長期貸与に供している楽器につ

いては、各貸与者に定期的（年 4 回）に指定楽器商による楽器の状態チェックを義

務付けるとともに、楽器商からは当財団に対して報告書（コンディションレポート）を提

出してもらっている。なお、年に一度は同じ目で楽器を見る必要があるという観点か

ら、年 4 回の定期的チェックの内 1 回はロンドン在住のアンドリュー・ヒル氏（当財団の

楽器アドバイザー）のコンディション･チェックを受けるように指示している。 

貸与中の楽器のメンテナンスや修理費は当財団が負担している。これは世界的文

化遺産といわれる弦楽器名器に関して、どこで誰がどのような修理をしたかという記

録を「管理者」として残しておく責任があるからである。 

本年度は、1740 年製 Guarnerius del Gesu Violin “Ysaye”と 1714 年製 Antonio 

Stradivarius Violin “Dolphin”の 2 挺について、経年による大規模修理を行った。今

後も保有年数が経つにつれ、微調整には止まらない修理、メンテナンスが必要となる

楽器が多くなるものと予想され、予定外の楽器補修に対応する予算措置が必要とな

ってきた。 

当財団では楽器貸与事業開始当初より、各貸与者に対して戦争地域及び治安が

不安定な国への当財団の楽器持参並びに船舶等での演奏を禁じている。また、国

家的権力による楽器の没収の危険のある地区については、貸与者の演奏活動に応

じて随時指示を出して対応している。ロシア国は入国時に必ず証明書に押印するこ

とを義務付けている。また、中国においては不安定要素が多いことから、原則として、

当財団の楽器の持込を禁じている。 

楽器保険についても当財団が支払っており、保険ブローカーと保険代理店を通じ

て 2 社の保険会社と契約し、よりよい条件と料率で付保できるよう努力している。 
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(3) 弦楽器名器の貸与 

  長期貸与者を審査する楽器貸与委員会を下記のとおり開催した。 

1) 第 14 回楽器貸与委員会 

日   時 2008 年 5 月 7 日（土） 11：30～13：30 

場   所 イタリア国ミラノ市 

  Four Seasons Hotel Milano 内会議室 

楽器貸与委員 巻末別表 3 のとおり 

財団所有楽器 巻末別表 4 のとおり 

審議事項 現在の貸与状況及び貸与更新について 

    新規貸与申請について 

審議結果 

    1 年間（2009 年 8 月 31 日まで）の貸与延長が承認された演奏家（15 名） 

東京クヮルテット 

（Martin Beaver, 池田菊衛、磯村和英、Clive Greensmith） 

 Lisa Batiashvili、竹澤恭子、諏訪内晶子、庄司紗矢香、 

Arabella Miho Steinbacher、Viviane Hagner、Erik Schumann、 

Baiba Skride、Yuki Manuela Janke、 

石坂団十郎、Steven Isserlis 

 1 年未満で貸与期限が延長された演奏家（3 名）  

安永徹（2009 年 2 月末） 

  Sergey Khachatryan（次回エリザベートコンクール 2009 年 4 月） 

  Pinchas Zukerman（2009 年 6 月） 

今回、新規貸与者は選定されなかった。 

また、1700 年製  Antonio Stradivarius Violin “Dragonetti”及び 1736 年製

Guarnerius del Gesu Violin “Muntz”の 2 挺は引き続き短期貸与に供することで、

委員会の同意を得た。 

 

2) 楽器の貸与状況 

2009 年 3 月末現在における所有楽器 21 挺の貸与状況の内訳は、長期貸与用 17

挺、短期貸与用 2 挺、その他 2 挺である。              （巻末別表 5 参照） 

短期貸与として、特定の演奏会及び CD 録音等の目的のため貸し出しを行なってい

るが、希望者が多いことから基本的に貸与期間は 6 ヶ月以内としている。 

現有楽器の本年度における楽器毎の貸与状況は下記のとおりである。 

（貸与者、貸与推薦者等の敬称は省略） 

① Antonio Stradivarius “Paganini Quartet” 

貸与楽器及び貸与者 東京クヮルテット（アメリカ・ニューヨーク在住） 

  1727 年製 第 1 ヴァイオリン   Martin Beaver 

  1680 年製 第 2 ヴァイオリン   池田菊衛 

  1731 年製 ヴィオラ    磯村和英 

  1736 年製 チェロ    Clive Greensmith 
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貸与推薦者    楽器貸与委員会全員 

当該楽器を使用しての演奏     合計 116 回（聴衆約 89,500 名） 

1995 年 9 月 27 日より貸与しているが、2009 年 8 月 31 日（貸与期間 13 年 11 ヶ

月）まで契約を延長した。当財団創立 35 周年記念ストラディヴァリウス・コンサート

（後述）に出演した。また、本年度中に当該楽器を使用した CD をリリースした。 

② 1700 年製 Antonio Stradivarius Violin “Dragonetti” 

当該楽器は演奏会や録音のための短期貸与用に供している。本年度は下記の

演奏家に短期貸与した。 

1） 貸  与  者        Alan Giｌbert：指揮者 

貸与推薦者        大友直人（指揮者） 

貸 与 期 間        2008 年 6 月 9 日～7 月 4 日 

 来日中の演奏のため（音楽助成金交付事業） 

2） 貸  与  者        長原幸太：大阪フィルハーモニーのコンサートマスター、ソリスト 

貸与推薦者        小澤征爾（指揮者） 

   大植英次（指揮者） 

貸 与 期 間        2008 年 7 月 28 日～12 月 24 日 記念演奏会のため 

当初、2009 年 2 月 13 日まで貸与の予定であったが、定期チェックの際に、同

氏の楽器の取扱いの不備が判明したため、12 月 24 日付けで貸与を終了した。

2009 年 3 月末現在、当該楽器はロンドンで修理中である。 

③ 1702 年製 Antonio Stradivarius Violin “Lord Newlands” 

貸  与  者         安永徹（ドイツ・ベルリン在住 

ベルリンフィルハーモニーのコンサートマスター） 

貸与推薦者         Simon Rattle（指揮者） 

当該楽器を使用しての演奏  リサイタル 5 回（聴衆約 5,500 名） 

                   （ベルリンフィルでの演奏は除外している） 

2003 年 1 月 7 日より貸与しているが、安永氏がベルリンフィルハーモニーのコン

サートマスターを退任されることに伴い、同氏から申し出があり、2009 年 3 月 3 日（6

年 2 ヶ月）で貸与を終了した。2009 年 3 月末現在、ドイツで楽器調整中である。 

④ 1708 年製 Antonio Stradivarius Violin “Huggins” 

貸  与  者         Sergey Khachatryan（ドイツ・Eschborn 在住） 

貸 与 期 間         2005 年 5 月 31 日から 2009 年 4 月 7 日 

当該楽器を使用しての演奏     合計 44 回（聴衆約 63,000 名） 

当該楽器は 1997 年 5 月開催のベルギー・エリザベート王妃国際音楽コンクール

よりヴァイオリン部門優勝者に、その副賞として次期コンクールまでの 4 年間貸与す

ることにしている。（2009 年開催コンクールからは 3 年間に変更）  

同氏は、2005 年の当該コンクールの優勝者であり、4 年間、当該楽器を貸与した。

当財団創立 35 周年記念ストラディヴァリウス・コンサート（後述）に出演した。また、

本年度中に当該楽器を使用した CD をリリースした。 

⑤ 1709 年製 Antonio Stradivarius Violin “Engleman” 











上記のとおり 2008 年度事業報告書を提出いたします。 

 

 2009 年 6 月 3 日 

 

 財団法人  日 本 音 楽 財 団               

  会   長       小   林      實  ◯印  

 

  理 事 長       塩 見 和 子                ◯印  

 

 

2008 年度事業報告書を監査した結果、適正かつ妥当であることを確認します。 

 

 2009 年 6 月 3 日 

 

  監 事       垣 見 隆  ◯印  

 

 監 事       山 内 悦 嗣  ◯印  

 




